
告 示 (第714号－第720号)

○公共測量の実施 (県土整備総務課) １

○公共測量の終了 (県土整備総務課) １

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) １

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ２

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ２

○市の字の区域の変更 (市町村支援課) ２

○町の字の区域の変更 (市町村支援課) ３

公 告

○意見募集の結果の公示 (薬 務 課) ３

○意見募集の結果の公示 (薬 務 課) ３

選挙管理委員会

○政治団体の平成18年分収支報告書の要旨の一部訂正 (市町村支援課) ４

公安委員会

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (警察本部生活環境課) ４
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福岡県告示第715号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第716号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

うきは市浮羽町妹川字奥多々羅959の２､ 字御手洗1153の１､ 1153の３､ 1153の８､

1154の１から1154の４まで
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市八幡西区大字楠橋地内 平成20年３月31日
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２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及びうき

は市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第717号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

八女郡星野村字高松12648､ 字向へ18282の１､ 18282の４､ 18282の５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び星野

村役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第718号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

うきは市浮羽町妹川字姥ヶ懐902､ 904の１､ 920の４､ 920の１ (次の図に示す部分

に限る｡ ) ､ 字東多々羅927の１､ 929の１､ 930の１､ 931の２､ 939の２､ 941の２､

941の３､ 941の５､ 945の２から945の４まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及びうき

は市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第719号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により､ 太宰府市長から太

宰府市の字の区域を次のように変更する旨の届出があった｡
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上記処分は､ 太宰府市通古賀土地区画整理事業に伴う換地処分の公告のあった日の翌

日から効力を生ずるものとする｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 次の区域を大字通古賀字関屋に編入する｡

福岡県告示第720号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により､ みやこ町長からみ

やこ町の字の区域を次のように変更する旨の届出があった｡

上記処分は､ 告示の日から効力を生ずるものとする｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 次の区域を犀川伊良原字古賀に編入する｡

公告

薬事法施行細則の一部を改正する規則案について､ 平成20年２月８日から平成20年２

月22日までの間､ 御意見を募集しました｡

その結果､ 提出された御意見はありませんでしたので､ 原案のとおり平成20年３月31

日に公布しました｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

問い合わせ先

保健医療介護部薬務課監視係

電話：092－643－3285

メールアドレス：yakumu@pref.fukuoka.lg.jp

公告

｢薬事法に基づく ｢申請に対する処分｣ に係る審査基準及び標準処理期間｣ の一部改

正 (案) について､ 平成20年２月13日から平成20年２月27日までの間､ 御意見を募集し

ました｡

その結果､ 提出された御意見はありませんでしたので､ 原案のとおり平成20年４月１

日に改正しました｡

平成20年４月28日

福岡県知事 麻 生 渡

問い合わせ先

保健医療介護部薬務課監視係

電話：092－643－3285

メールアドレス：yakumu@pref.fukuoka.lg.jp
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福岡県選挙管理委員会告示第31号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第12条第１項の規定による政治団体の収支

報告書について､ 浜岡みねさと後援会及び南筑後農政連の会計責任者から修正の報告が

あったので､ 同法第20条第１項の規定に基づき公表した平成18年分の政治団体の収支報

告書の要旨 (平成19年９月福岡県選挙管理委員会告示第137号) の一部を､ 次のとおり

改める｡

平成20年４月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明

平成18年分収支報告書の要旨中､ 浜岡みねさと後援会の項を次のとおり改める｡

№ 632 浜岡みねさと後援会

報告年月日 平成19年02月08日

１ 収入・支出の総額

� 収入総額 214,705円

ア 前年繰越額 214,705円

イ 本年収入 0円

� 支出総額 53,865円

� 翌年への繰越額 160,840円

２ 収入・支出の内訳

� 支出の内訳

イ 政治活動費 53,865円

� 組織活動費 53,865円

合計 53,865円

平成18年分収支報告書の要旨中､ 南筑後農政連の項を次のとおり改める｡

№ 918 南筑後農政連

報告年月日 平成19年03月27日

１ 収入・支出の総額

� 収入総額 4,530,885円

ア 前年繰越額 2,939,262円

イ 本年収入額 1,591,623円

� 支出総額 2,176,254円

� 翌年への繰越額 2,354,631円

２ 収入・支出の内訳

� 収入の内訳

ア 個人の負担する党費又は会費 ( 2,805) 人 1,571,500円

イ 寄附 20,000円

� 寄附 (政党匿名寄附を除く) 20,000円

ａ 個人からの寄附 20,000円

カ その他の収入 123円

一件十万円未満のもの 123円

合計 1,591,623円

� 支出の内訳

イ 政治活動費 2,176,254円

� 組織活動費 2,176,254円

合計 2,176,254円

福岡県公安委員会告示第127号

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号｡ 以下 ｢行手条例｣ という｡ ) 第37

条第４項第８号の規定に基づき､ 意見公募手続をしないで､ 風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) に定める営業

停止等について､ 処分基準の一部改正を行ったので､ 行手条例第41条第５項の規定に基

づき告示する｡

平成20年４月28日

福岡県公安委員会

１ 意見を募集しなかった理由

本改正は､ モーターボート競走法の一部を改正する法律 (平成19年法律第16号) 及
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選挙管理委員会

公安委員会
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び自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律 (平成19年法律第82号)

の施行に伴うものであり､ 改正の内容が､ 行手条例第37条第４項第８号に規定する､

他の法令の制定又は廃止に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから､ 意

見公募手続を実施しなかったものである｡

２ 処分基準改正の日

平成20年４月17日

３ 概要等

概要､ 関連資料等については､ 福岡県警察ホームページ (http : //www. police. pref.

fukuoka. jp/) に掲載するほか､ 生活環境課に備え置く｡
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